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日
時

９
月
２
４
日
（
日
）
午
後
１
２
時
４
５
分
～



場
所

柏
崎
ア
ル
フ
ォ
ー
レ

原
発
ゼ
ロ
阿
賀
野
の
会
で
は
中
型
バ
ス
を
手
配
し
て
大
勢

で
参
加
す
る
こ
と
を
決
め
ま
し
た
。

バ
ス
参
加
の
集
合
・
出
発
時
間

と
場
所
は
左
記
の
通
り
で
す
。

出
発
時
間

午
前
９
時
３
０
分

集
合
場
所

水
原
体
育
館
前

昼
飯
（
ち
ゅ
う
は
ん
）
は
各
自

で
た
が
い
て
き
て
下
さ
い
。

民
商
事
務
所
盆
休
み

８
月
１
１
日
か
ら
８
月
１
６
日
ま
で
盆
休
み
と
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。

商
工
新
聞
休
刊
に
つ
い
て

８
月
１
４
日
号
の
商
工
新
聞
は
休
刊
と

な
り
ま
す
。

事
務
所
留
守
に
な
り
ま
す

８
月
８
日
（
火
）
は
県
内
の
事
務
局
交
流
会
の
た
め
事
務
所

を
一
日
留
守
に
し
ま
す
。

第
６
８
回

新
潟
県
母
親
大
会

７
月
３
０
日
に
、
十
日
町
で
「
第
６
８
回
新
潟
県
母
親
大
会
」

が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
（
阿
賀
野
民
商
か
ら
５
名
オ
ン
ラ
イ
ン

含
め
）

記
念
講
演
は
本
田
宏
さ
ん
（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
医
療
制
度
研
究
会

理
事
長
）
か
ら
「
生
ま
れ
て
き
て
よ
か
っ
た
安
心
し
て
暮
ら
せ

る
社
会
の
創
り
か
た
」
を
ダ
ジ
ャ
レ
と
冗
談
で
笑
い
が
絶
え
な

い
お
話
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

仕
事
中
や
通
勤
途
中
の
ケ
ガ
は

健
康
保
険
を
使
用
で
き
ま
せ
ん

仕
事
中
や
通
勤
途
中
の
ケ
ガ
は
、
労
災
保
険
の
給
付
対
象
と

な
る
た
め
、
必
ず
労
災
保
険
の
手
続
き
を
行
う
こ
と
が
法
律
で

定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。



労
災
保
険
の
該
当
に
つ
い
て
は

労
働
基
準
監
督
署
に
相
談



医
療
機
関
で
受
診
さ
れ
る
際
に

は
最
初
か
ら
労
災
保
険
を
利
用

協
会
け
ん
ぽ
よ
り

本
田
さ
ん
は
「
日
本
の

学
校
の
問
題
は
考
え
さ

せ
な
い
教
育
を
し
て
い

る
、
暗
記
苦
手
・
制
服
規

則
・
団
体
行
動
、
海
外
で

は
議
論
を
さ
せ
る
、
日
本

で
は
右
向
け
右
、
そ
う
す

る
と
忠
実
に
従
う
子
供

が
で
き
る
。
こ
れ
も
日
本

の
問
題
点
だ
と
思
っ
て

い
る
」
「
イ
ギ
リ
ス
の
幼

児
教
育
の
最
終
目
標
は
、

自
分
の
意
見
を
言
え
る

子
供
に
す
る
」
「
日
本
の

幼
児
教
育
は
先
生
の
言
う
こ
と
を
聞
く
、
親
の
言
う
こ
と
を
聞

く
」
「
ド
イ
ツ
で
は
小
学
校
か
ら
電
話
の
手
順
を
教
え
る
」
と

日
本
と
海
外
の
教
育
が
異
な
っ
て
い
る
点
を
述
べ
ま
し
た
。

高
額
療
養
費
制
度
・
傷
病
手
当

７
月
に
会
員
さ
ん
（
法
人
）
の
従
業
員
が
病
気
入
院
し
、
医

療
機
関
か
ら
「
高
額
療
養
費
制
度
の
限
度
額
適
用
認
定
証
」
求

め
ら
れ
た
と
相
談
が
あ
り
ま
し
た
。



限
度
額
適
用
認
定
証
と
保
険
証
を
併
せ
て
医
療
機
関

等
の
窓
口
に
提
示
す
る
と
、
１
ヶ
月
の
窓
口
で
の
支
払
い

が
自
己
負
担
限
度
額
ま
で
と
な
り
ま
す
。



病
気
入
院
で
生
活
を
保
証
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た

制
度
で
傷
病
手
当
が
あ
り
ま
す
。
被
保
険
者
が
病
気
や
ケ

ガ
の
た
め
会
社
を
休
み
、
事
業
主
か
ら
十
分
な
報
酬
が
受

け
ら
れ
な
い
場
合
に
支
給
さ
れ
ま
す
。


